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食品には様々な栄養素が含まれており，その食品

の摂取がヒトの生命の維持から生活の活動や健康維

持にいたる過程を可能にしています。食品の機能を

分類すると，生命の維持のための栄養素としての一

次機能，食品成分が感覚に訴える味覚・嗅覚応答機

能としての二次機能，そしてさらには，生体に対す

る調節機能に注目した第三の機能性に分類されます

が，近年第三の機能性について注目されてきていま

す。機能性を主張した食品や，生体防御，体調リズ

ムの調節などの機能を生体に対して発現できるよう

な食品が機能性食品として位置づけられています。

食品の機能発現によって健康になんらかのメリット

を与えることが期待されることより，機能食品の機

能表示は，健康強調表示としてとらえられています。

健康機能表示は，「食品あるいはその食品の成分

と健康（良い健康，あるいは健康または疾病に関連

する状態）との関連を示すすべての表示」として，

FAO/WHO合同食品規格委員会（コーデックス）

において3種類に分類されています。

① 栄養素機能強調表示（Nutrient Function

Claims）：栄養素の，成長，発達，身体機能に対す

る生理的役割の表示。

② その他の機能強調表示（Other Function

Claims）：食品あるいはその食品の成分摂取が，生

理的あるいは心理的機能，あるいは生物学的な活性

に与える，特定の効果に関する表示。例えば，健康，

健康に関連する状態，機能の改善，健康の調整，健

康の保持に対する効果に対する表示。

③ 疾病危険要因(リスク)低減強調表示（Reduction

of Disease Risk Claims）：日常の食生活において食

品あるいは食品成分の摂取が特定の疾病又は状態を

誘発する危険要因（リスク）の低減に関与すること

を期待する表示。

2004（平成16）年7月に，「コーデックス食品表

示部会」で1990年代の後半から議論されてきた健

康強調表示が，「栄養及び健康強調表示の使用に関

するガイドライン」として承認・採択され，健康強

調表示として，(1) 栄養素機能強調表示，(2)その他

の機能強調表示，(3)疾病リスク低減表示を加えた

かたちができました。

現在，コーデックスでは，新たに「健康強調表示

の科学的根拠」についての議論が始まっています

（ステップ3）。「この食品は○○○に効果がある」

という時に，どのような科学的な根拠，どういう臨

床試験や動物試験があれば，それを言ってもよいと

するのかといった，科学的根拠の基準づくりがされ

ようとしていますが，このヘルスクレームの科学的

根拠については「コーデックス栄養・特殊用途食品

部会」の重要課題の一つであり，現時点においては

極めて概念的なものにとどまっていますが，今後，

この議論がどこまで具体的な細部に踏み込んでいく

のか，将来の日本の特定保健用食品制度においても

大きな影響を及ぼすものと考えられます。

世界の各国においてどのような強調表示がなされ

ているか，世界74カ国について調査された結果が

2004年WHOより発表されています。35カ国におい

て，健康強調表示について特別な規制等がなされて

いません。30カ国において，疾患について言及す

ることは禁止されています。疾病リスク低減強調表

示を実施しているのは７カ国に過ぎず，食品特定の

強調表示のための規定を設けているのが３カ国で

す。栄養素機能強調表示を許可している国は23カ

国です。世界の中での日本の健康強調標示は，コー

デックスと歩調を合わせるかたちで動いているよう

です。

日本は最初に健康強調表示の規制を作製した国の

ひとつといえます。日本における健康強調表示は唯

一特定保健用食品（Food for Specified Health

Uses；FOSHU）において可能であり，1991年に栄

養改善法(現　健康増進法)で規定された特別用途食

３．世界の中の日本の健康強調標示

２．世界の健康強調表示と機能表示

１．食品の健康強調表示（ヘルスクレーム）とは

健康機能食品と健康強調標示について
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品の1つとして位置づけられて制度は発足しまし

た。その後，1997（平成9）年から2001（平成13）

年にかけて薬事法に基づく医薬品の判断基準を緩和

し，ビタミン，ミネラルおよびハーブ類について，

摂取量或いは形態（剤形）による制限が撤廃されま

した。そして，2001（平成13）年の保健機能食品

制度の創設により，栄養機能食品として新たに栄養

素機能表示が制度化され，安全性の確保，監視指導

の確保という意味から食品衛生法によっても規定さ

れることになりました。

特定保健用食品は，一般に認識されている機能性

食品のなかで，その保健の用途並びにヒトにおける

有効性，適切な摂取量の設定，摂取に伴う安全性が，

個々の食品で医学・栄養学的に明らかにされた食品

に該当し，個別審査のうえ表示が認可される構造・

機能表示といえます。したがって，食生活において

特定の保健の目的で摂取をする者に対し，その摂取

により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする

ことができます。2005年には，従来の特定保健制

度（個別許可型）に加え，新たに「条件付特定保健

用食品」「規格基準型特定保健用食品」「疾病リスク

の低減効果」の表示が認められるようになりました。

特定保健用食品のマークとして，従来型の個別審査

による個別許可型，条件付特定保健用食品，規格基

準型のマークと条件付特定保健用食品のマークの2

種類が表示されています（図１）。現在までに特定

保健用食品として881件の商品が許可あるいは承認

されています。その健康強調表示を分類すると，10

種類の健康強調表示に分類することができます（表

１）。

条件付き特定保健用食品は，これまでの特定保健

用食品の審査で必要とされる有効性の科学的根拠の

レベルには届かないが，一定の有効性が確認される

食品であり，限定的な科学的根拠である旨の表示を

許可しています。許可表示としては，「○○を含ん

でおり，根拠は必ずしも確立されていませんが，△

△に適している可能性がある食品です」という表現

がされています。

規格基準型特定保健用食品はこれまでの特定保健

用食品で許可実績が多く，科学的根拠が蓄積されて

いる関与成分を含む食品について，個別審査を行わ

ず規格基準に適合するか審査して許可されるもので

あり，現在「お腹の調子を整える」旨の表示が認め

られています。関与成分としては，食物繊維として

の難消化性デキストリン，ポリデキストロース，グ

アーガム分解物やオリゴ糖であり，中に含まれてい

る関与成分量についても，それぞれの関与成分ごと

に規定されています。表示できる保健の用途は，食

物繊維では，「○○（関与成分）が含まれているの

でおなかの調子を整えます」であり，オリゴ糖では，

「○○（関与成分）が含まれておりビフィズス菌を

増やして腸内の環境を良好に保つので，おなかの調

子を整えます」です。また，摂取上の注意として，

「摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆる

くなることがあります。多量摂取により疾病が治癒

したり，より健康が増進するものではありません。

他の食品からの摂取量を考えて適量を摂取して下さ

い」と，過剰摂取への注意書きがつけられています。

疾病リスクの低減効果に関する表示は，関与成分

の疾病リスク低減効果が国内外において栄養学的・

医学的に確立されている際に，特定保健用食品にお

いて認められており，現在「カルシウムと骨粗鬆症」

「葉酸と神経管閉鎖障害」の2つの表示が対象と

なっています。いずれも，規定量の関与成分が含ま

れていることが必要であり，用途にかかる表示や摂

取上の注意が決められています（表２）。日本人に

おけるカルシウム摂取量

が不足していることや妊

娠期における葉酸の摂取

不足による神経管閉鎖障

害のリスク増大が報告さ

れていることより，適正

な摂取によってこれら疾

病のリスク低減が期待さ

れています。

４．特定保健用食品（ＦＯＳＨＵ）とは

図１．特定保健用食品マーク

個別認可型（疾病リスク低減表示を含む）
規格基準型

条件付き特定健康養食品
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表示内容

お腹の調子を整える

コレステロールが高めの方に適する

血圧が高めの方に適する

血糖値が気になり始めた方に適する

虫歯の原因になりにくい

歯の健康維持に役立つ

食後の血中中性脂肪が上昇しにくい

体脂肪がつきにくい

骨の健康が気になる方に適する

ミネラルの吸収を助ける

主な関与成分

食物繊維（難消化性デキストリン他），オリゴ糖，生菌（乳
酸菌他）

大豆タンパク質，キトサン，植物ステロール，食物繊維，リ
ン脂質結合ペプチド，低分子化アルギン酸ナトリウム

ラクトトリペプチド，オリゴペプチド，γ―アミノ酪酸，酢
酸他

難消化性デキストリン，豆鼓エキス，グァバ茶ポリフェノー
ル，小麦アルブミン，L-アラビノース

パラチノース，マルチトール，エリスリトール，茶ポリフェ
ノール，還元パラチノース

CPP-ACP（カゼインホスホペプチドー非結晶リン酸カルシ
ウム複合体），キシリトール，マルチトール，リン酸―水素
カルシウム，フノラン，リン酸化オリゴ糖カルシウム

ジアシルグリセロール，グロビンたんぱく分解物，
EPA/DHA

ジアシルグリセロール，茶カテキン

ビタミンK2高産生納豆菌，大豆イソフラボン，MBP（乳塩
基性タンパク質）

CCM（クエン酸リンゴ酸カルシウム），CCP（カゼインホス
ホペプチド），ヘム鉄

表２・疾病リスク低減表示内容

カルシウム
（食品添加物公定書等に定められたも
の又は食品等として人が摂取してきた
経験が十分に存在するものに由来する
もの）

300mg～700mg

この食品はカルシウムを豊富に含みま
す。日頃の運動と適切な量のカルシウ
ムを含む健康的な食事は，若い女性が
健全な骨の健康を維持し，歳をとって
からの骨粗鬆症になるリスクを低減す
るかもしれません。

一般に疾病は様々な要因に起因するも
のであり，カルシウムを過剰に摂取し
ても骨粗鬆症になるリスクがなくなる
わけではありません。

葉酸
（プテロイルモノグルタミン酸）

400μg～1000μg

この食品は葉酸を豊富に含みます。適
切な量の葉酸を含む健康的な食事は，
女性にとって，二分脊椎などの神経管
閉鎖障害を持つ子どもが生まれるリス
クを低減するかもしれません。

一般に疾病は様々な要因に起因するも
のであり，葉酸を過剰に摂取しても神
経管閉鎖障害を持つ子どもが生まれる
リスクがなくなるわけではありません。

関与成分

１日摂取目安量

特定の保健の用途
に係る表示

摂取をする上での
注意事項

表１．特定保健用食品の保健用途の主な表示内容と関与成分
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特定保健用食品を適正に効果的に摂取するために

は，特定保健用食品の摂取法に注意を払う必要があ

ります。商品には必ず，特定保健用食品としての義

務表示事項が表示されています（図２）。食品の表

示は，主に健康増進法，JAS法，食品衛生法の3つ

の法律によって規定の表示が定められています。特

定保健用食品を摂取する際，一般的に私たちが食品

を摂取する際に払う注意に加えて，特定保健用食品

としての「許可表示」「栄養成分表示欄への関与成

分の表示」「1日当たりの摂取目安量」「摂取をする

上での注意事項」について注意を払う必要がありま

す。

この食品を摂取することによってどの様な効果が

期待できるのか，どの様な人がこの食品を摂取する

のに適しているかについては「許可表示」から読み

取ります。本当に，自分自身が摂取する対象なのか

どうかを判断する必要があります。

また，「関与成分」として，何が含まれているの

かを理解する必要があります。ある種の関与成分で

は，人によって付随的に症状が出ることがあるので，

「摂取をする上での注意事項」に記載されている注

意事項を確認することが必要です。

実際の摂取に当たっては，1日どれくらいの量を，

どの様にして摂取すればよいのかを確認し，その摂

取法に従って摂取する必要があります。特定保健用

食品は，ヒト試験の結果を元にその食品摂取による

生体効果の有効性を審査されます。その試験で摂取

した方法において効果が認められることになります

ので，効果的な摂取方法は，記載された方法に従う

必要があります。また，記載されている容量を守る

ことで，過剰摂取による予防が可能です。特定保健

用食品は，食品の安全性について検討されおり，３

倍量等の過剰摂取をした際の健康影響について評価

されています。適切な量を守るということは，効果

を得ることと過剰摂取による副作用の予防の２つの

意味を持ち合わせています。多く摂取すれば，大き

な効果が得られると考えがちですが，安全に食品を

摂取するということは，適切な量を摂取することが

必要です。

特定保健用食品は，食品として摂取によって一定

の効果が認められていますが，あくまでも食品です。

薬のように摂取すればすぐ効果が現れるものではあ

りません。あくまでも，食生活の中での食品の１つ

として，日々の中で活用することが大切です。そし

て，摂取の際には，記載されている表示をよく理解

し，自分が本当にその食品（商品）を摂取すること

が必要であるか判断し，その表示にしたがって適切

に摂取する必要があります。

また，特定保健用食品には，必ず「食生活は，主

食，主菜，副菜を基本に，食事のバランスを」が

パーケージに記載されています。基本は，基本の食

事をしっかりとバランスの良い食事をとることであ

り，その上で必要に応じて特定保健用食品を活用す

ることが大切です。
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５．特定保健用食品の表示の注意点

商品名：○○○○
名称：○○○（例.：清涼飲料水）
原材料名：○○，△△，□□，
賞味期限：○○／△△／□□
内容量：○○ｇ
許可表示：○○は，△△を含んでいるため，
□□の方に適しています。
栄養成分表示：○○当り
エネルギー○kcal，たんぱく質○ｇ，脂質○
ｇ，炭水化物○ｇ，ナトリウム○ｇ，関与成
分○ｇ
一日当りの摂取目安量：1日当り○○を目安
にお召し上がりください。
摂取方法：・・・・・・・
摂取をする上での注意事項：・・・・
調理又は保存の方法：・・・・・
製造者：○○株式会社，（住所）

図２・特定保健用食品パッケージ表示例
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